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   居宅介護支援（ケアマネジメント）重要事項説明書   

 

 

 居宅介護支援のサービス提供の開始にあたり、厚生省令第３８号第４条に基づいて、

当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 

１  事業者 

 （１）事業者の名称      社会福祉法人 麗 峰 会 

 （２）事業者の所在地        沖縄県那覇市辻２丁目２７番１ 

 （３）法人種別              社会福祉法人 

 （４）代表者名              理事長  中真 靖 

 （５）電話番号              ０９８－８６６－７２００ 

 （６）設立年月日             昭和６３年３月１９日 

（７）法人の理念            「愛・真心・誠意」で、 

地域から信頼される介護サービスを提供します。 

               「和顔愛語（わげんあいご）」で、 

               思いやりのあるあたたかい介護サービスを提供します。 

 

２  ご利用の事業所 

 （１）事業所の名称            沖縄一条園居宅介護支援事業所 

 （２）事業所の所在地          沖縄県沖縄市与儀３丁目５番１０号 

 （３）管理者の氏名            呉 屋 由 紀 子 

 （４）電話番号                ９３１－０５１１ 

 （５）ファクシミリ番号        ９３２－９３７８ 

 （６）指定事業所番号          ４７７０４０２５２９ 

 

３  ご利用事業所であわせて実施する事業 
 
 

事業の種類 
沖縄県知事及び沖縄市長 の 事業者指定  

 利用定数 

 

指 定 年 月 日 指 定 番 号 

(1)介護老人福祉施設 R3年4月1日 4770402537 １００人 

(2)通所介護 〃 〃 
３０人 

(3)通所型サービス 〃 〃  

(4)短期入所生活介護 〃 〃 
８人  (5)介護予防短期入所生活介護 〃 〃  

 (6)認知症対応型共同生活介護 〃 ４７９０４００２５５ 
９人 

 

(7)介護予防認知症対応型共同生活介護 〃 〃 

 (8)沖縄市介護予防支援事業(委託) 〃 ― ―人  
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４  事業の目的と運営の方針 

（１）事業の目的    介護保険法の理念に基づき利用者がその有する能力に応じ自立

           した生活が送れるよう適切な居宅介護支援を行う。 

（２）運営の方針   

① 利用者の選択に基づく医療サービス及び福祉サービス等が総合的かつ効果的に提

供できるよう支援します。 

  ② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち利用者に提供される

サービスが特定の種類、特定の事業者に不当に偏ることのないよう公正、中立に

行います。 

 

５  職員の職種、人数 

（１）管理者        １名 

（２）介護支援専門員    １名以上 

（１名は当事業所管理者兼務 ） 

 

６  営業日 

（１）営 業 日           月曜日～金曜日 

但し、国民の祝日に関する法律に規定する日、及び１２月２９

日から１２月３１日、１月２日、１月３日、６月２３日は休日 

（２）営業時間   ８：３０～１７：３０ 

 

７  居宅介護支援サービスの概要  

   次の居宅介護支援サービスを提供します。 

（１）ご利用者の要介護認定（要介護更新認定、要介護状態の区分の変更の認定、要

支援認定、要支援更新認定）にかかる申請等について、ご利用者の意志を確認し

た上で、申請の代行等必要な援助を行います。 

（２）ご利用者の心身の状況、置かれている環境、ご利用者及びその家族の希望等を

   考えて、居宅サービス計画を作成します。 

   ご利用者は、複数の事業所の紹介を求めることができ、また、当該事業所を 

居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができます。 

（３）前項の居宅サービス計画に基づく居宅サービス等の提供が確保されるよう、 

居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行います。 

（４）居宅サービス計画作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業

   者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画がどのように実施さ

   れているかを把握し、必要に応じて居宅サービス計画の変更その他の便宜の提供

   を行います。 

 

８ サービス利用料金とその他の費用 

  居宅介護支援サービスの利用料金は、介護保険から全額給付されますのでご利用者

の自己負担はありません。 

但し、利用者の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険からサービス利用料
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金に相当する給付を受領することができない場合は、利用者は法律の規定に基づく介

護報酬の額を事業者に対し一旦支払うこととします。また、通常の事業の実施地域以

外からの利用者の要請があった場合は、指定居宅介護支援を行う際に要した交通費に

ついて、利用者の同意を得てから実費の支払いを利用者から頂きます。 

 （１）基本料金及び加算料金等の詳細は別紙「基本料金及び加算料金等の詳細」のと

おり 

 （２）利用料金の変更 

   現在定められているサービス利用料金については、介護保険法の改正により変更

が生じた場合には、事業者は当該サービス料金を変更することがあります。 

 

９  事業の実施地域    通常の実施地域は、沖縄市及びその近郊と離島の区域とする。 

 

10 秘密保持、個人情報 

（１）事業者、介護支援専門員又は従業者は、正当な理由がなく業務上知り得た利用

者又はその家族の秘密を漏らしません。 

秘密保持については当サービス終了後も継続します。 

（２）前項にかかわらず、契約者に係る居宅サービス計画の作成に必要な場合及びサー

ビス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、契約者又はその家族等の

個人情報を用いることができることに同意します。 

 

11  事故発生時の対応と損害賠償 

（１）サービスの提供によって事故が発生した場合には、速やかにご利用者の家族等

をはじめ関係機関に連絡するとともに、必要な措置を講じます。 

（２）サービスを提供するにあたって賠償すべき事故が発生した場合には、事業者は

損害賠償を速やかに行います。（詳細は契約書） 

 

12 緊急時の対応 

居宅介護支援サービスの提供等に利用者の身体状態が急変した場合、その他必要な

場合には、速やかに主治医、利用者の家族等に連絡し、必要な措置を講じます。 

 

13  苦情相談窓口   

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

    当事業所利用相談室  

窓口担当者 ･･･ 管理者：呉屋 由紀子 

利 用 時 間 ･･･ 午前８：３０～午後５：３０ 

                            電 話  ９３１－０５１１ 

                            面 接  沖縄一条園内相談室 

                            苦情箱（沖縄一条園事務所に設置） 

  ※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

・沖縄県福祉サービス運営適正化委員会 ＴＥＬ：０９８－８８２－５７０４ 

   ・沖縄市介護保険課  ＴＥＬ：０９８－９３９－１２１２（代表） 

   ・沖縄県国民健康保険団体連合会  ＴＥＬ：０９８－８６０－９０２６ 
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 私は、本書面に基づいて乙の職員（ 職名 介護支援専門員 氏名                  ㊞ ）

から上記重要事項の説明と交付を受けたことを確認します。 

 

 

  令和   年   月   日 

 

 

  利 用 者     住 所  

 

 

         氏 名                                                 ㊞ 

 

 

 利用者家族代表   住 所 

 

 

          氏 名（続柄）                           ㊞  (         ) 

 

 

代 理 人    住 所 

（代理人を選定した場合） 

 

          氏 名（続柄）                           ㊞  (         ) 
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別紙．「基本料金及び加算料金等の詳細」 

 

事業所名：沖縄一条園居宅介護支援事業所（居宅介護支援） 

適用日：令和６年４月１日より 

 

 ①基本料金 

   

居宅介護支援費Ⅰのi（取扱件数４０件未満） 

要介護１・２    １，０８６単位／月 

要介護３・４・５  １，４１１単位／月 

   

居宅介護支援費Ⅰのⅱ（取扱件数４０件以上６０件未満） 

要介護１・２      ５４４単位／月 

要介護３・４・５    ７０４単位／月 

 

居宅介護支援費Ⅰのⅲ（取扱件数６０件以上） 

要介護１・２      ３２６単位／月 

要介護３・４・５    ４２２単位／月 

 

 

  ②加算料金等 

   初回加算           ３００単位／月  

   入院時情報連携加算(Ⅰ)    ２５０単位／月 

   入院時情報連携加算(Ⅱ)    ２００単位／月 

   退院・退所加算      

 カンファレンス参加 無 カンファレンス参加 有 

連携１回 ４５０単位 ６００単位 

連携２回 ６００単位 ７５０単位 

連携３回 ― ９００単位 

 

   通院時情報連携加算 ５０単位／月 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２００単位／月 

ターミナルケアマネジメント加算 ４００単位／月 


